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○川崎市公共工事の前払金に関する規則 

昭和38年７月20日規則第40号 

改正

昭和39年４月１日規則第31号 

昭和45年６月29日規則第74号 

昭和46年３月31日規則第11号 

昭和46年６月１日規則第34号 

昭和48年５月２日規則第46号 

昭和49年５月１日規則第49号 

昭和50年４月23日規則第39号 

昭和62年３月26日規則第11号 

平成４年８月21日規則第68号 

平成９年３月31日規則第15号 

平成15年３月31日規則第28号 

平成20年３月31日規則第26号 

平成22年３月31日規則第28号 

平成22年６月30日規則第62号 

令和４年12月７日規則第72号 

川崎市公共工事の前払金に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）附則第７条の規定により、公共工

事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号。以下「法」という。）第５条の規定に

基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費の前払金について必要な事

項を定めるものとする。 

（前払金の対象及び率） 

第２条 市長は、前条に規定する工事のうち、請負金額が１件1,000,000円以上で市長が必要と認め

るもの（市長が別に定める軽易工事を除く。）については、当該工事の請負人に対し、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で前金払をすることができる。 

(１) 土木建築に関する工事（次号に掲げるものを除く。） 請負金額の４割に相当する額 

(２) 土木建築に関する工事の設計若しくは調査又は土木建築に関する工事の用に供することを
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目的とする機械類の製造 請負金額の３割に相当する額 

(３) 測量 請負金額の３割に相当する額 

２ 前項に定めるもののほか、市長は、同項第１号に掲げる工事のうち、工期が２月以上で市長が

必要と認めるものについては、次に掲げる要件のすべてに該当することの認定を行い、当該認定

を受けた工事の請負人に対し、同号に規定する額の範囲内で既に支払った前払金に追加して支払

う前払金（以下「中間前払金」という。）として請負金額の２割に相当する額の範囲内で前金払

をすることができる。 

(１) 工期の２分の１を経過していること。 

(２) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係

る作業が行われていること。 

(３) 既に行われた当該工事に係る作業に要した経費が請負金額の２分の１以上の額に相当する

ものであること。 

(４) 当該工事において、川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第44条第１項に規定す

る内払（別に定めるものを除く。）がされていないこと。 

３ 中間前払金の支払について必要な事項は、別に定める。 

（保証契約証書の寄託） 

第３条 前払金（中間前払金を含む。以下同じ。）の支払を請求する者は、法第２条第４項に規定

する保証事業会社と同条第５項に規定する保証契約を締結し、かつ、当該保証契約証書を本市に

寄託しなければならない。 

２ 前払金の支払を請求する者は、前項の規定による保証契約証書の寄託に代えて、電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方が

定め、市長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、前払金の支払を請求する者

は、当該保証契約証書を寄託したものとみなす。 

（契約書記載事項） 

第４条 前金払に係る契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(１) 前払金は、請負人が前条の手続を完了した後に請求できるものであること。 

(２) 次条の規定により前払金を追加払し、又は返還させること。 

(３) 前払金を当該請負工事に必要な経費以外の支払に充ててはならないこと。 

(４) 第６条の規定により前払金を返還させること。 

(５) 内払額から減ずる前払金 
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(６) その他必要な事項 

（前払金の追加又は返還） 

第５条 市長は、前払金の支払をした後において、設計変更その他の事由により、契約を変更した

結果、変更後の請負金額が当初の請負金額の２割以上増減したときは、その増減した額に既に支

払った前払金の当初の請負金額に対する率を乗じて得た額を追加払し、又は返還させることがで

きる。 

２ 前項の場合において、変更後の請負金額が第２条第１項に規定する額に満たないものとなった

ときは、市長は、既に支払った前払金のうちから当初の請負金額と変更後の請負金額との差額に、

前項の率を乗じて得た額を返還させるものとし、その残額については、同条の規定にかかわらず、

これを前払したものとみなす。 

（前払金の返還） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものと

する。 

(１) 前払金の支払を受けた者と保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。 

(２) 前払金の支払を受けた者と本市との間の請負契約が解除されたとき。 

（前払金返還の時期） 

第７条 市長は、前２条の規定により前払金を返還させようとするときは、公共工事前払金返還請

求書（別記様式）及び川崎市金銭会計規則（昭和39年川崎市規則第31号）第９号様式(２)の納付

書を前払金を返還すべき者に交付しなければならない。 

２ 前払金を返還すべき者が、前項の請求書に指定した返還期限後に前払金を納付するときは、返

還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に

関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項に規定する財務大臣が決定する率で計算して得

た額の損害金をあわせて納付しなければならない。 

附 則（抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和38年８月１日から施行する。 

附 則（昭和39年４月１日規則第31号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 
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７ この規則施行の際、従前の規定によってした手続その他の行為は、この規則によってしたもの

とみなす。 

８ 従前の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間必要な箇所を訂正し

たうえ、引き続きこれを使用することができる。 

９ 従前の規定により調製した現金領収書は、当分の間この規則による領収書とみなす。 

附 則（昭和45年６月29日規則第74号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年４月１日から適用する。 

附 則（昭和46年３月31日規則第11号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和46年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条、第２条及び第４条に規定する各規則の規定に規定する延滞利息、延滞料、遅滞料、損

害金及び違約金の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従

前の例による。 

附 則（昭和46年６月１日規則第34号） 

この改正規則は、昭和46年６月１日から施行する。 

附 則（昭和48年５月２日規則第46号） 

この改正規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和49年５月１日規則第49号抄） 

（施行期日） 

１ この改正規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和50年４月23日規則第39号） 

（施行期日） 

１ この改正規則は、昭和50年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この改正規則施行の際現に改正前の規則により前払金の支払を受けている者及び前金払の申請

をしている者に係る前払金の割合及び限度額については、なお従前の例による。 

附 則（昭和62年３月26日規則第11号） 

（施行期日） 

１ この改正規則は、昭和62年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この改正規則施行の際、現に改正前の規則により前払金の支払を受けている者及び前金払の申

請をしている者に係る前払金の限度額については、なお従前の例による。 

附 則（平成４年８月21日規則第68号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成４年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により前払金の支払いを受けている者及び前金

払の申請をしている者に係る前払金の限度額については、なお従前の例による。 

３ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇

所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則（平成９年３月31日規則第15号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年３月31日規則第28号） 

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月31日規則第26号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月31日規則第28号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年６月30日規則第62号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年７月１日から施行する。 

附 則（令和４年12月７日規則第72号） 

（施行期日） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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別記様式


